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２ 条例（案）の骨子 

課題と要望 主な条例骨子とその要素 

食の安全と信頼の確保の基本的考え方 
目的 

市民・事業者の意識の向上 
基本理念 

市の推進体制の整備 

関係者の責務及び役割 

健康被害の未然・拡大防止措置 

推進ビジョンの策定・公表 

各主体間・関係機関等との連携 相互理解及び連携の促進 

緊急事態の対処 

自主回収報告制度 

具体的な施策の推進 

総 

則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 条例構成の考え方 

目的 
 
条例制定の趣旨を明確にするための

もの 

基本理念 
 
 食の安全と信頼の確保の推進につい
ての基本的な考え方を理念として規定
するもの 

関係者の責務及び役割 
 
安全・安心な食のまちづくりを進め

ていくための主体となる市民、事業者
及び本市の役割（又は責務）について
規定するもの 

○市民の健康保護 
○積極的な情報の公開と共有化 
○市民、食品関連事業者及び市の相互理解

と協力 
○大消費地・観光都市としての食品の製造

や販売に係る意識 

主な要素や具体的な記載事項の例 

健康被害の未然・拡大防止 
 
市民の健康被害を未然に又は拡大を

防止するため、事業者への届出等につ
いて規定するもの 

○推進ビジョンの策定・公表 
・ 総合的な取組を計画的に推進するための計

画を策定し、５年ごとに公表する。 
○自主的な取組の促進と支援 
○知識の普及、人材の育成 
○相互理解及び連携の促進 

○施策の総合的かつ計画的推進 

○市民の健康保護 

○安全・安心な食のまち札幌の創造 

○緊急事態の対処 

○自主回収報告 

○食品等輸入事務所等届出 

○市の責務 

○事業者の責務 

○市民の役割 

構成と考え方 

○推進体制の整備 

○附属機関の設置 

○関係機関等との連携  
附属機関の設置 

基本的施策 
 
食の安全と信頼を確保するために市

が進めていく基本的な施策について規
定するもの 

推進体制の整備 
 
施策を効果的に進めるために、市の

体制について規定するもの 
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食の安全・安心を通じたまちづくり 

市民一人一人が食の安全と安心を目指すという意識 

市 市民 事業者 

安全と信頼確保の取組 

相互の連帯強化 

意識の醸成 

「安全・安心な食のまち・さっぽろ」を構築する。 

「安全・安心な食のまちづくり」の推進には、課題解決や要望実現が必要である。 

条例の骨格を前提として地域課題等を考慮し組み立てる。 

 
市民の主体的参加

と相互理解 

事業者の 

自主的取組の促進 

課題や要望の

顕在化 
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１ 条例制定に係る背景等 


